
[終了]10/23　日弁連が「全国一斉生活保護『水際作戦』
ホットラインを実施
終了いたしました。ありがとうございました。

　日弁連が、１０月２３日（水）１０時～２２時、「全国一斉生活保護『水際作戦』ホットライン」を実施します。
　本年２月２０日、さいたま地方裁判所は、生活保護の申請を繰り返し拒否した三郷市の行為の違法性を認め、損害賠償の支払を命じまし
たが、このような事例は、氷山の一角にすぎず、窓口で生活保護の申請を受け付けずに追い返すという違法な水際作戦が全国各地の福祉事
務所で横行しています。現状においてさえ、このような状況があるにもかかわらず、生活保護の申請を一層困難にする内容の生活保護法改
正案が、本臨時国会で審議予定です。
　このような状況を受けて、各地で横行している水際作戦によって、生活保護の申請を妨げられている人の相談に対応し個別的な支援を行
うとともに、違法な運用実態を明らかにし、生活保護制度の改善を求める契機とするため、本ホットラインが企画されたとのことです。
【日時】２０１３年１０月２３日（水）午前１０時～午後１０時

【方法】無料電話相談

フリーダイヤル０１２０－１５８－７９４（ひんこんはなくす）

【相談例】
　例えば，こんな相談に弁護士が直接お応えします。
・申請書がもらえない
・役所（福祉事務所）から次のように言われた。
「家族に援助してもらいなさい」
「生活保護ではなく，別の制度（新たなセーフティネット）を利用しなさい」
「65 歳までは働けるので，頑張って仕事を見つけなさい」
「自動車を処分しなさい」
「所持金がなくなってから来なさい」
「ホームレスなので生活保護は受けられない」
「借金があると生活保護は受けられない」
「家賃が高すぎるから生活保護は受けられない」
「保護費を返してください」
「辞退届を書いてください」

詳細は、日弁連ＨＰをご参照ください。チラシのダウンロードもできます。

https://saitamasogo.jp/archives/36021
https://saitamasogo.jp/archives/36021
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131023.html
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【日弁連】雇用に関する戦略特区構想に反対する会長声明
２０１３年１０月３日、日弁連が「雇用に関する戦略特区構想に反対する会長声明」を公表しました。

詳細は→　こちら

本年９月２０日に開催された産業競争力会議課題別会合において、国家戦略特区ワーキンググループは、解雇、労働時間、有期労働契約の
規制を緩和した雇用に関する戦略特区構想を明らかにし、安倍首相が厚生労働省に、その具体化のための検討を指示した。

具体的には、特区内において、①労働契約法１８条が規定する５年を超えた有期労働契約について事前に無期転換権を放棄することを認め

https://saitamasogo.jp/archives/34975
http://bit.ly/1f26lUN


る、②契約締結時に解雇の要件・手続を契約条項で明確化し、契約条項が裁判規範となることを法定する、③一定の要件を満たす労働者が
希望する場合に、労働時間・休日・深夜労働の規制の適用除外とすることを認めるというものである。

当連合会は、２０１３年７月１８日付け「『日本再興戦略』に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書」を公表し、「すべての労働者
について、同一価値労働同一賃金原則を実現し、解雇に関する現行のルールを堅持すべきこと」「労働時間法制に関しては、労働者の生活
と健康を維持するため、安易な規制緩和を行わないこと」等を求めたところであり、この趣旨は全ての労働者に当てはまるものである。特
区を設けて、その特区内において労働者保護のための規制を緩和することは問題である。

労働契約法１６条では、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した者とし
て無効とする」と規定している。この条文は、民法１条３項の権利濫用の規定をもとに判例法理として積み重ねられてきた解雇権濫用法理
を条文として規定したものである。雇用に関する戦略特区構想においては、労働契約法１６条を明確化する特例規定として、「特区内で定
めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる」ことを規定し、この規定が裁判所の判断を拘束することを想定している。
具体的には、雇用に関する戦略特区において、労働契約に規定した解雇事由に該当する事実があり、使用者が労働者を解雇した場合、仮に
労働者が解雇無効の裁判を起こしたとしても、裁判所は、規定した解雇事由がガイドラインに適合するか否かと解雇事由の有無を形式的に
判断し、解雇有効との判断を下すことを想定することになる。もし、このような裁判が行われるとしたら、雇用に関する戦略特区において
は、解雇の無効を訴えることが困難となり、労働者の雇用保障は大幅に後退する。

雇用に対する規制の中でも最も重要な規制の一つである解雇について今以上の緩和をする必要はなく、特区における新たな解雇ルールを創
設すべきではない。

また、労働時間法制は、労働者の生命と健康を守る観点から労働基準法等によって罰則をもって規制されているものであり、長時間労働が
解消されず、過労死や過労自殺が多発している我が国の労働現場の現状からみても、これを特区において緩和すべきではない。

そもそも、産業競争力会議は、企業経営者と研究者で構成されており、労働者を代表する者が全く含まれていない。このような偏った構成
で雇用規制の緩和を議論すること自体が不公正であり、ＩＬＯが労働立法の根本原理として推奨している政府・労働者・使用者の三者構成
主義にも反する。

以上述べた理由により、当連合会は、雇用に関する戦略特区における労働法制の緩和について反対するものである。

２０１３年（平成２５年）１０月３日
日本弁護士連合会
会長　山岸　憲司
 

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130718_2.html


憲法学習会に弁護士の講師を派遣します(無料）
憲法学習会に、無料で、弁護士の講師を派遣しています！
【内容】
　憲法改正、９条と「国防軍」、憲法９６条改正、
　集団的自衛権、秘密保全法、教育問題など。
　具体的なテーマについては、御相談ください。
【講師派遣】
　弁護士（無料）
【申込み】
　電話０４８－８６２－０３４２
　FAX０４８－８６６－０４２５

昼間でも夜間でも、お茶の間学習会から、学校、サークル、職場、自治会、労働組合、婦人会、大きな集会からアットホームな茶話会まで、
お気軽にお声がけ下さい。ぜひともお呼び下さい！
憲法は、私たちの国民生活を守っています。この国を、戦争ができる国に変えてはならないと、私たちは考えます。

★　憲法カフェも、ご覧ください　→　こちら

https://saitamasogo.jp/archives/31920
http://kenpou.saitamasogo.jp/
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弁護士講師派遣(PDF)

 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/02/弁護士講師派遣.pdf


【原発事故】避難生活なんでもダイヤル
震災支援ネットワーク埼玉が、「避難生活なんでもダイヤル 」を常設しました。

【電話番号】　048-829-7480

【曜日・時間】月曜・水曜・金曜 １５：００～２１：００

【内容】
臨床心理士、弁護士・司法書士などが対応。
避難生活上の不満、悩み、お困りごとなどなんでも、あなたの声をお聞かせ下さい 。
避難者の方だけでなく、避難者支援をしている方々からの代理電話相談も可能です。
いただいた声は、必要に応じて国や行政に届けます。

あなたも一言！
避難生活の悩み…お金のこと、夜眠れない、つらいなど
原発損害賠償請求…紛争解決センターや裁判について、消滅時効問題など
母子避難・家族離散…高速料金など交通費の問題、部屋が狭い、住み替え問題など
相続、登記の問題
相談先、交流会の情報

【主催・お問い合わせ】
震災支援ネットワーク埼玉（SSN）
TEL 048-829-7400 E-mail desk@431279.com WEB http://431279.com

詳細は　→　こちら
チラシ　→　ダウンロード

生活保護基準引き下げ反対・全国１万件審査請求について
生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会は、２０１３年９月１７日午前１０時３０分、埼玉県知事に対し、８月の生活保護基準引き下げによ
る生活保護費の減額処分は違法である旨の集団審査請求を行いました。
先行して申し立てた分を含め、同日までに、合計１００世帯が、集団で申立をし、その後、埼玉生活と健康を守る会も、集団申請を行い、
埼玉では、同月２４日までに、合計３２３件となりました。

https://saitamasogo.jp/archives/34335
http://431279.com/
https://saitamasogo.jp/?attachment_id=34339
https://saitamasogo.jp/archives/33890


全国各地でも、同様の取組が行われ、同月２７日までに、合計９７９７件の審査請求が申し立てられました。

この生活保護基準の引き下げには、日本弁護士連合会をはじめ、全国すべての弁護士会が引き下げ反対の意見を表明してきました。
しかし、国は、各方面からの反対にもかかわらず引き下げを強硬しました。
引き下げにより、６７０億円の予算が削減され、生活保護世帯の実に９６％、２００万人以上の生活保護利用者の受給額が減少します。
対象、金額のいずれにおいても過去に例をみない最大の引き下げであり、本年８月に続き、２０１４年４月、２０１５年４月にも引き下げ
が予定されています。
生活保護基準の引き下げは、生活保護以外の就学援助基準、住民税の非課税基準、医療費の自己負担限度額、老齢加算基礎年金、介護保険
の減免基準、最低賃金の水準など、様々な制度に影響し、生活保護を利用している人だけでなく、私たちの市民生活に幅広く影響する問題
です。

生活保護に対するバッシングの中で、これまで物言えぬ立場に押し込められてきた生活保護利用当事者が、このように前例のない規模で不
服の声をあげたことは、それだけ、今回の基準引き下げに正義がないことを示しています。
生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会は、生活保護基準の引き下げを即時撤回し、引き下げ前の基準に戻すことを求めています。

ご相談は、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク（電話０４８－８６６－５０４０）または当事務所まで。

[終了]奨学金問題シンポジウム　「思いきり学びたい！」～若
者の夢と希望を応援する奨学金制度とは～
終了いたしました。ありがとうございました。

日弁連が、１０月１２日（土）１３時～１６時、弁護士会館２階講堂クレオＡにて、奨学金問題のシンポジウムを開催します。
詳細は→　日弁連ホームページ

不況と学費の高騰により、今や大学生（昼間部）の約４割が独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を利用し、約２人に１人が何らかの奨
学金を利用しています。多額の負債を抱えて社会に出た若者たちは、就職難や非正規雇用の拡大により、返したくても返せない状況に陥っ
ており、大きな社会問題となっています。
本シンポジウムでは、これまで日弁連貧困問題対策本部を中心に実施してきた調査や現場からの実践報告を踏まえて、現状の奨学金制度の
課題を整理し、あるべき奨学金制度への改革の実現に向けて議論を深めていきます。

日時：２０１３年１０月１２日（土）１３時～１６時（１２時３０分開場予定）

https://saitamasogo.jp/archives/33793
https://saitamasogo.jp/archives/33793
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131012.html


場所：弁護士会館２階講堂クレオＡ
参加費無料・事前申込み不要
内容
●基調講演「奨学金制度の問題点と展望」
小林雅之氏（東京大学大学総合教育研究センター教授）
●貧困問題対策本部委員による奨学金問題アメリカ調査報告
堺啓輔（貧困問題対策本部委員）
●日弁連意見書の紹介
岩重佳治（貧困問題対策本部事務局員）
●現場からの報告　など

チラシ(PDFファイル;920KB)

主催 日本弁護士連合会
問い合わせ先
日本弁護士連合会人権部人権第一課
ＴＥＬ：０３－３５８０－９８５７　ＦＡＸ：０３－３５８０－２８９６

https://saitamasogo.jp/?attachment_id=33797
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[終了]埼玉奨学金問題ネットワーク・シンポジウムおよび設立
総会のご案内
終了いたしました。ありがとうございました。

https://saitamasogo.jp/archives/32834
https://saitamasogo.jp/archives/32834


～いま、大学時代に借りた奨学金の返済に苦しむ若者が急増しています！～

【日時】　2013年9月28日（土曜日）　午後1時30分から午後4時30分
【場所】　埼玉教育会館２０２　 浦和駅西口徒歩約１０分

【内容】
① 埼玉奨学金問題ネットワーク設立の経緯　安野憲起(司法書士・準備会事務局次長)
② 基調講演（子供・若者の貧困－現場から）白鳥勲(さいたま教育文化研究所副所長)
③ 奨学金問題の現状と課題　岩重佳治(弁護士・奨学金問題対策全国会議事務局長)
④ 奨学金問題を抱える当事者の発言
⑤ 設立総会のご案内　　　　　　　　　　　鴨田譲(弁護士・準備会事務局長)
＊ 当日、奨学金返済問題についての相談会を予定しています。
＊ 参加無料

【主催】　埼玉奨学金問題ネットワーク設立準備会

【開催の趣旨】
1980年代後半から大学進学率は急上昇し、2009年以降は2人に1人が大学に進学するようになりました。若者の多くが高等教育を
受けられることは素晴らしいことで、教育の機会均等はわれわれ日本社会の理念であります。それを支える国の奨学金制度は、2004
年4月1日に設立された独立行政法人日本学生支援機構が担っています。

しかし、勉学環境は年々厳しさを増しています。2人以上の世帯のうち勤労者世帯の1ヶ月の実収入は、2000年の56.  3万円か
ら2012年の51.9万円へと減少し、公・国立大学の授業料は年間53.6万円（2012年）と高負担になっています。
国の奨学金制度の重要性は、貸与人員が1998年度の37万6千人から2012年度の133万9千人に増大したことからも明らかです。
無利子奨学金が2、767億円に対して、有利子奨学金は8、496億円で、奨学金事業の増大部分のほとんどが有利子奨学金で担われて
います。

学生支援機構は平成25年度には約1.6兆円もの民間資金の調達を予定していて、その返済を確保するために厳しい取立を約4年前から
始めています。免除、減免、延納制度はあるもののほとんど機能させず、延滞すれば10％の遅延損害金が発生し、ブラックリストにまで
登録し、保証人からも厳しく取り立てています。若者の輝かしい未来を切り拓く奨学金制度が、逆に多額の借金漬けにして未来を塞ぐ制度
になってきています。

私たちは、奨学金問題の深刻さに気がつき、埼玉奨学金問題ネットワークを立ち上げようとしています。奨学金問題に関わる教育関係者を
初めとして、事態を憂慮する弁護士・司法書士等の専門家、また、被害者とも言える奨学金制度の当事者、その家族の方々など幅広く奨学
金問題を考え、問題解決を志すすべての人々に参加をお願いする次第です。

【問い合わせ先】
埼玉総合法律事務所〒３３０-００６４ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７-１２-１東和ビル4階

http://homepage3.nifty.com/sinmai/kyouikukaikan.html


TEL.048-862-0355 FAX:048-866-0425　 弁護士　鴨田　譲

【チラシ】　ダウンロード

生活相談【対応】講座　2013年度　第3回　開催します！
－相続に関する法律知識－
　－終了しました。ありがとうございました。－

 

 

 

生活相談・第3回(PDF)

[終了]生活保護基準引き下げにNO! 全国一斉ホットライン
終了いたしました。ありがとうございました。

８月１日から、生活保護費が引き下げられます。
これに対して「審査請求」という不服申立ができます。「審査請求」って、どんな制度？どうしたらいいの？
生活保護の引き下げはこれで終わり？
生活保護を利用してて、これからが不安…。

https://saitamasogo.jp/?attachment_id=32835
https://saitamasogo.jp/archives/32556
https://saitamasogo.jp/archives/32556
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/08/合同ｾﾐﾅｰちらし1.gif
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/08/合同ｾﾐﾅｰ問い合わせ先.gif
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/08/生活相談・第3回PDF.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/32528


国が決めたことだから、どうしようもないのでは？
自分は生活保護は利用していないから、関係ない？
これから生活保護を利用したいけど、大丈夫？
基準引き下げのこと、生活保護のこと、法律家・支援者がお答えします。
なんでもご相談下さい。

【開催日時】
８月６日（火）～８月７日（水）　いずれも、１０時～２０時

全国共通フリーダイヤル　０１２０－１９３５１８（ひきさげイヤ）　通話料無料

※当日は電話が混み合い、つながりにくいことも予想されます。予めご了承下さい。

【主催】生活保護基準引き下げにNO  !  全国争訟ネット
　http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/
【共催】生活保護問題対策全国会議、全国生活保護裁判連絡会、ホームレス総合相談ネットワーク、首都圏生活保護支援法律家ネットワー
ク、近畿生活保護支援法律家ネットワーク、生活保護支援九州ネットワーク
（問合せ先）〒582-0006  大阪府柏原市清州一丁目2番3号豊永ビル4階とくたけ司法書士事務所司法書士徳武聡子　電
話072-970-2232 FAX 072-970-2233（事務局）

チラシはこちら→ダウンロード

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/07/130806ホットラインチラシ-完成版）.pdf


 

 

 

 

 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/07/0806ホットラインチラシ.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[終了]８月２～４日避難生活ホットライン（TEL
0570-078-717・おなやみ-ないひなん）
終了いたしました。ありがとうございました。

原発賠償の消滅時効、生活費、家族に会うための交通費の負担、その他、様々な避難生活の不安・困りごとに、弁護士、司法書士、臨床心
理士などが対応します。
避難者の方だけでなく、そのご家族、被災地出身の方、避難者支援をしている方々からの代理電話相談も可能です。

 

◆日時
2013/8/2(金) 10:00～22:00
2013/8/3(土) 10:00～22:00
2013/8/4(日) 10:00～22:00

◆電話番号
TEL ０５７０－０７８－７１７
（０５７０－お な やみ－ない ひ なん）

◆ご相談内容の一例
「来年３月で損害賠償請求権が時効になってしまうのか心配」
「生活費に困っている」
「家族に会うための交通費の負担が重い」
「家族がひきこもりがちで心配」
そのほか、母子避難、子ども、離散家族、賠償問題、こころ、孤立、ストレス、からだ、交流会、仮住まい、仕事、避難先でのいやがらせ、
風評被害、避難中のトラブルなど。

◆対象
被災地を離れて避難生活をおくる被災者。
また、避難者の方だけでなく、そのご家族、被災地出身の方、避難者支援をしている方々からの代理電話相談も可能です。

◆共催・お問い合わせ
震災支援ネットワーク埼玉（SSN）
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-1-303
TEL 048-829-7400

https://saitamasogo.jp/archives/32466
https://saitamasogo.jp/archives/32466
http://431279.com/


FAX 048-700-3502
MAIL desk@431279.com

東京災害支援ネット（とすねっと）
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14
SK90ビル302 森川清法律事務所内
TEL 080-4322-2018
MAIL tossnet311@gmail.com

チラシはこちら→ダウンロード

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.goo.ne.jp/tossnet
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/07/20130802-0804.pdf
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2013/07/避難者ホットラインチラシ.png


 

 

 

 

 

 

 


